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【手続補正書】
【提出日】平成24年8月9日(2012.8.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子供与性の呈色剤と、電子受容性の顕色剤と、温度コントロール剤と、をカプセル化
した色材と、
　重量平均分子量Ｍｗが６０００以上２５０００以下のポリエステル系のバインダー樹脂
と、を含み、
　前記温度コントロール剤が加熱されることにより消色する電子写真用トナー。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子写真用トナーにおいて、ガラス転移温度が３５度以上６５度以下
である電子写真用トナー。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の電子写真用トナーにおいて、軟化点が８０度以上１２０度以
下である電子写真用トナー。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１つに記載の電子写真用トナーにおいて、トルエン不溶分が
１０質量％以上４０質量％以下である電子写真用トナー。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１つに記載の電子写真用トナーにおいて、酸価値が２５ｍｇ
ＫＯＨ／ｇ以下である電子写真用トナー。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１つに記載の電子写真用トナーにおいて、少なくとも前記電
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子供与性の呈色剤と、前記電子受容性の顕色剤と、前記温度コントロール剤と、がマイク
ロカプセル化されている電子写真用トナー。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１つに記載の電子写真用トナーにおいて、定着温度よりも高
い温度で消色する電子写真用トナー。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１つに記載の電子写真用トナーにおいて、平均一次粒子径が
５０ｎｍ以上２００ｎｍ以下の微粒子を少なくとも１種さらに含み、平均一次粒子径が５
０ｎｍ以上２００ｎｍ以下の微粒子が前記電子写真用トナーのトナー粒子を被覆する被覆
率が１種類の物質の微粒子につき３０％以下であり、全ての微粒子による前記トナー粒子
の被覆率が５０％以上１５０％以下である電子写真用トナー。
【請求項９】
　請求項８に記載の電子写真用トナーにおいて、前記微粒子はシリカ、チタニア、アルミ
ナ、チタン酸ストロンチウム、酸化スズのいずれかを含む電子写真用トナー。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか１つに記載の電子写真用トナーにおいて、前記電子供与性の
呈色剤は、ロイコ染料である電子写真用トナー。
【請求項１１】
　電子供与性の呈色剤と電子受容性の顕色剤と温度コントロール剤とをカプセル化した色
材と、重量平均分子量Ｍｗが６０００以上２５０００以下のポリエステル系のバインダー
樹脂と、を含み、前記温度コントロール剤が加熱されることにより消色する電子写真用ト
ナーを備える画像形成装置。
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